
○ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定居宅介護支援介護給付費単位数表  

居宅介護支援費   

イ 居宅介護支援費（1月につき）   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）  

（－）要介護1又は要介護2  

仁）要介護3、要介護4又は要介護5   

・乙馳塑 卜）㈲  
仁）㈲要介護5   

㈲居宅介護支援費（匹）  H卿  
仁）要介護3、要介護4又は要介護5  

別表  

指定居宅介護支援介護給付費単位数表  

居宅介護支援費   

イ 居宅介護支援費（1月につき）   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）  

卜）要介護1又は要介護2  
口 要介護3、要介護4又は要介護5   

卿筆（Ⅰり  
（－）要介護1又は要介護2  

口 要介護3、要介護4又は要介護5   

闇居宅介護享曙翠（Ⅲ）  

（－）要介護1又は要介護2  

1，000単位  

1，300単位   

500単位   

鱒（嘩亜  

叩草堂   

390単位  

1．000単位  

1，300単位   

60q単位   

780単位  

400単位   

出 要介護3、要介護4又は要介護5  520単位  

哩経過的要介護居宅介護支援費  850単位  

注1（1）から（3）までについては、利用者に対して指定居宅介護支援  

（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第  
46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）  
を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の  

人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「基  

準」という。）第14条第1項の規定により、同項に規定する文  
書を提出している指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に  
規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）につい  
て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）指定居宅介護支援事業所（基準第2  
条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同  
じ。）において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用  
者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項  
の規定に基づき指定介護予防支援事業者（法第58条第1項に  

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）から委託を受け  

注1（1）から（3）までについては、利用者に対して指定居宅介護支援  

（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第  
46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）  
を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の  

人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「基  

準」という。）第14条第1項の規定により、同項に規定する文  
書を提出している指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に  

規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。〉 につい  

て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）指定居宅介護支援事業所（基準第2  
条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同  
じ。）において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用  
者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項  
の規定に基づき指定介護予防支援事業者（法第58条第1項に  

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）から委託を受け   
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て行う指定介護予防支援（同条第1項に規定する指定介護予   
防支援をいう。）の提供を受ける利用者数（基準第13条第25   
号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住   

所を有する利用者数を除く。）に2分の1を乗じた数を加え   
た数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数   

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する   

基準（平成11年厚生省令第37号）第2条第7号に規定する常   
勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。）で除して得   

た数（以下「取扱件数」という。）が40未満である場合星蛙卓   

0以聯について算定する。  

嘩取扱件数が40以上60未満の場合にお   
いて、40以上の部分について算定する。  

㈱取扱件数が60以上である場合におい   
て、40以上の部分について算定する。  

て行う指定介護予防支援（同条第1項に規定する指定介護予   
防支援をいう。）の提供を受ける利用者数（基準第13条第25   
号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住   

所を有する利用者数を除く。）に2分の1を乗じた数を加え   
た数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数   

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する   

基準（平成11年厚生省令第37号）第2条第7号に規定する常   
勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。）で除して得   

た数（以下「取扱件数」という。）が40未満である場合   

（2）居宅介護支援費（Ⅱ）取扱件数が40以上60未満である場合  

（3）居宅介護支援費（Ⅲ）取扱件数が60以上である場合   

2（4）については、要介護状態区分が経過的要介護（要介護認定   

等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する   

省令（平成11年厚生省令第58号）附則第2条に規定する経過的   
要介護をいう。）である利用者に対して指定居宅介護支援を行  
い、かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により  

同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者に   

ついて、所定単位数を算定する。  
旦 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基   

準減算として、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定   

する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、   

所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援   

事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、   

特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相   

当する単位数を所定単位数に加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基   
準減算として、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定   
する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、   

所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。  
旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援   

事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、   
特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相   
当する単位数を所定単位数に加算する。  

4 別lこ厚生労阻大臣が定める地域に所在し、カ、つ別に厚生労働   
大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介  
護支援専門員が指定居軍介護支援を行った場合は、所定単位数   
の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する虹  5御   
大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業   
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の実施地域（基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地  

域をいう。）を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所  
定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算す  
亙L   

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事  

業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算  

する。   

ユ 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護又は小規模多機  

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（短期利用共同生活  
介護費を算定する場合を除く。）若しくは地域密着型特定施設  
入居者生活介護を受けている場合は、当該月については、居宅  
介護支援費は、算定しない。  

口朋 300単位 UU早埋  

注指定唇宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計軋臼皇   

軍 

利用者に対して、指偏居宅介護支援を行った場合その他の別lヨ蔓   
竺労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位   

勢を卿算す擁渦＝こ厚生労働大臣が   
定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しなし㌧  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事  

業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算  

する。   

旦 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護又は小規模多機  

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（短期利用共同生活  
介護費を算定する場合を除く。）若しくは地域密着型特定施設  
入居者生活介護を受けている場合は、当該月については、居宅  
介護支援費は、算定しない。  

ロ 初回加算   

注御重   

第頗   

利用者に対け指定居宅介護貢援を行った場合その他の別に厚   
生労働大臣が定める基準に適合する場合に、瑚   

じ、そ㈱酎こ加算する。ただし、   
イの注3に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場   
合は、彗級加算は、算定しない9また、初回加算（Ⅱ） 
いる場合は、初回加算（Ⅰ）は、算定しない。   

250単位  

600単位  

500単位  

（1）初回加算（Ⅰ）   

（2）初回加算（Ⅱ）  

ハ 特定事業所加算  

＼  

（⊥ 

星   

る区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算するした  

注 別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定居宅介護支援事業所は、1月につき所産   
単位数を加算する。  

している場合においては、  れ かの加算を算定   いず  だし、次に掲げる  

次に掲げるその他の加算は算定しない。  

川働  （2）働  
医療連携加算  

500単位  

300単位  

150単位  

注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院星喧   
診療所の職員に対して、当該利用者の心身の準況や生活環境等¢   
当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、卿  
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「竜一■▲   

き1月l瑚  
ホ 退院・退所加算   

注凍は、当該基準  

に掲げる区分に従し＼、次に掲げる所定単位激を加算する。ただし、   

初回加算を蔓零する場合は、彗卿   

川朋  

2・退院・退所加算（Ⅱ）  

へ 認知症加算  

400単位  

600単位  

150単位   

注郎行動が認め   

られることから介護を必要とする認知痺（法第8条第16項に碍定   
する認知症…対して指定居宅介護支援を行つ   

た場合には、1月に卿  
卜 独居高齢者加算  150単位                      1bU単位   

温頗た場合には、1   月l瑚  
き側 3叩単位   

連 判用者が指定小規模多機能型居宅介芸㌢（指定地域密着型サービ   

スの事業の人員、設備及び遇う引嘩18年厚生労働   
省令革34号。以下「指定地域密着型サービス基準」∵という。）第6   
2条イこ規定する指定小規模多機鞄型居宅介準をいう」の利用を開   

始する際に、頻る必要な情報を当該指定小規模多鱒   
能型居宅介準を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所（担   
定坤抑こ規定する指定小堺模多   

機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）lこ提供し、当該指定   

働こおlナる居宅サービス計画の作成   等l…場合   
において、碑て、当該利用者lこよる当   
該指定小規模多機能型居宅介卿、て本加算を算  
定している場合は、算定しない。  
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○ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十一号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定施設サービス等介護給付責単位数表  

1 介護福祉施設サービス   

イ 介護福祉施設サービス   

（1）介護福祉施設サービス費（1日につき）  

ト）介護福祉施設サービス費  

a 介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

」 ii郷  iii㈲  iv㈲  
∨㈲  

b 介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

i要介護1 
⊥し 

郎 

虹∴星企墜A 

∨澱  

に）小規模介護福祉施設サービス貴  

a 小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

し ii要恥  
iii要介護3  
h㌧要介護4  V㈱  

b 小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

靂 要介護1  

きし 

＝ 要介護3  

別表  

指定施設サービス等介護給付費単位数表  

1 介護福祉施設サービス   

イ 介護福祉施設サービス   

（1）介護福祉施設サービス責（1日につき）  

（－）介護福祉施設サービス費  

a 介護福祉施設サービス責（Ⅰ）  

⊥ 

止 

ii」 

吐 

∨㈲  

b 介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

l 要介護1  ii㈲  
jii要介護3 iv㈲  
∨ 要介護5  

に）小規模介護福祉施設サービス費  

a 小規模介護福祉施設サービス糞（Ⅰ）  i㈲  
ii要介護2  
」虹 

iv 要介護4  

V 要介護5  
b 小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  

5鱒学位  

660単位  

730単位  

㈹1単位  

聖山F日国   

651単位  

7鱒単位  

792単位  

863単位  

933単位  

577単位  

648単位  

718単位  

789単位  

859単位   

639単位  

710単位  

780単位  

8町単位  

921単位  

753単位   

820単位  

888単位   

粥5単些  

1，P22単位  

引5単位   

8寧2単位   

950単位   

741単位  

寧鱒単位  

876単位   

943単位  

＝）10単位   

叩単位  

870単位   

938単位  
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1，017単位 1，084単位、  iv㈲  V㈲  
（2）旧措置入所者介護福祉施設サービス費（1日につき）  

ト）旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a 旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

二 日抗配i  

ii要介護2又は要介護3  
iii要介● 4又は要介 5  

b 旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

「 ヨ抗日十i  

ii要介I2又は要介謙3  
iii要介桂4又は要介護5   

に）小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

R 臼抗．てi  

ii要介護2又は要介吉葉3  
亜 要介‾4又は要介護5  

b 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

1 巳抗日子i  

ii要介護2又は要介護3  
iii要介護4又は要介護‡5 

1，005単位  

1，072単位  

付 要介護4  

V 要介護5  
（2）旧措置入所者介護福祉施設サービス費（1日につき）  

（－）旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a 旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

l 要介護1  
ii要介護2又は要介護3  
iii要介護4又は要介護5  

b 旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

l 要介護1  
ij 要介護2又は要介護3  
jii要介護4又は要介護5  

589単位  

銅9単位  

椚6単位   

651単位  

761単位  

898単位   

577単位  

687単位  

824単位   

639単位  

749単位  

886単位  

（二）小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費   

a 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）   

I 要介護1   

ii要介護2又は要介護3   
iii要介護4又は要介護5   

b 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）   

l 要介護1   

ii要介護2又は要介護3   

iii要介護4又は要介護5   

753単位  

857単位   

g唱8単位   

815単位  

919単位  

1．050単位  

741単位   

糾5単位   

≦け6単位  

∽3単位   

㈹7単位  

1，038単位  

ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス  

（1）ユニット型介護福祉施設サービス費（1日につき）   

（－）ユニット型介護福祉施設サービス費  

a ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス  

（1）ユニット型介護福祉施設サービス費（1日につき）  
（－）ユニット型介護福祉施設サービス費  

a ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

】 要介護1  旦鱒単位  

740単位  

810単位  

881単位  

941草堂   

669単位  

740単位  

810単位  

881単位  

「 ヨ抗日i  

ii要介護2   

iii要介 3  iv㈲   y㈲  
b ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

「 ヨ抗日i  

「二 巴抗日牢  

iii要介 3  

ル 要介護4  

657単位  

ii 要介護2  728単位  

798単位  

869単位  

929単位   

657単位  

728単位  

798単位  

869単位  

iii要介護3   

山 要介護4   

V 要介護5  
b ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

l 要介珪1  
ii要介護2  
iii要介護3   

付 要介護4  

－ 2 －   



上 

に）ユニット型小規模介護福祉施設サービス費   

a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）   

斗㈲   

虹 

iii要介護3  iv㈲  
凸 臼抗百子呈   

b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）   

l 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3  

L 

に）ユニット型小規模介護福祉施設サービス費   

a 土ニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）   

⊥ ii㈲  iii㈲   
虹 

羊 要介護5   

b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  

土㈲   

止 

組 要介醸3 

葉介捷  

941単位   929単位  

鋸0単位   

8即単位   

弼単位  

1月22単位  

1，08q単位   

820単位  

887単位   

955単位  

1，P2Z単位  

1．089単位  

叩8単位   

銅5単位   

943単位  

1，010単位  

1，077単位   

808単位  

875単埋   

943単位  

咽 10単位  V閲 1，077単位  

（2）ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス責（1日につき  

）  

ト）ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

＋㈲ 657単位  

邁 要介護2又は要介護3  757単位  

榊 894単位  

b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）  j㈲ 657単位  

」㈲ 757単位  jii㈲ 894単粒   

に）ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ  

）  

⊥ 要介護1 808単位  

旦即 912単位  

姐御 1，043単位  

b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ  

（2）ユニウ．ト型旧措置入所者介護福祉施設サービス費（1日につき  

）  

（－）ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）  

潮 6鱒単位  

噸 7鱒学位   i雌 単位  

b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）   

二丁丁二＝ 

． 906単位  

に）ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費  

ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ  a   

朝 820単位  i㈱ 単位  ii㈲ 単位  

b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ  

≡ 臼抗日そi  

ii要介護2又は要介護3  
820単位  

924単位  

1 要介護1  

ii要介護2又は要介護3   

808単位  

912単位   



ー∴一 二十㌫’】．LJ。．  一■■ 一＿  ー∴－．ナー’－4  ■■ 一▲  j灘 43単位  

注1 イ（1）及びロ（1）については、別に厚生労働大臣が定める施設基  

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届  
け出た指定介護老人福祉施設（介護保険法（平成9年法律第123  
号。以下 r法」という。）第48条第1項第1号に規定する指定  
介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）において、指定介護福  
祉施設サービス（同号に規定する指定介護福祉施設サービスを  
いう。以下同じ。）（介護保険法施行法（平成9年法律第124号   

）第13条第1項に規定する旧措置入所者（以下「旧措置入所者   
」という。）に対して行われるものを除く。）を行った場合に   

、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、そ  

れぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の  

勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分  

の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護  
職員、看護職鼻（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）若  

しくは介護支援専門員（法第7条第5項に規定する介護支援専  
門員をいう。以下同じ。）の員数が別に厚生労働大臣が定める  
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ  
り算定する。   

2 イ（2）及びロ（2）については、別に厚生労働大臣が定める施設基  

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届  
け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サー  

ビス（旧措置入所者に対して行われるものに限る’。）を行った  

場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定  
める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応  
じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行  

う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位  
数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数  

又は介護職員、看護職兵書しくは介護支援専門員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。   

3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  

iii要介護4又は要介護5  1，055単位  

注1 イ（1）及びロ（1）については、別に厚生労働大臣が定める施設基   

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届  
け出た指定介護老人福祉施設（介護保険法（平成9年法律第123  
号。以下 r法」という。）第48条第1項第1号に規定する指定  
介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）において、指定介護福  
祉施設サービス（同号に規定する指定介護福祉施設サービスを  
いう。以下同じ。）（介護保険法施行法 く平成9年法律第124号   

）第13条第1項に規定する旧措置入所者（以下「旧措置入所者   
」という。）に対して行われるものを除く。■）を行った場合に   

、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基  

準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、そ  

れぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の  

勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分  
の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護  
職員、看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）若  
しくは介護支援専門員（法第7条第5項に規定する介護支援専  
門員をいう。以下同じ。）の員数が別に厚生労働大臣が定める  
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ  
り算定する。   

2 イ（2）及びロ（2）については、別に厚生労働大臣が定める施設基  

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届  
け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サー  

ビス（旧措置入所者に対して行われるものに限る。）を行った  
場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定  
める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応  
じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行  
う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位  
数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数  

又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。   

3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   
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！  い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   
を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘   

束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘   

束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  5凍るものとし   
て都道府県知事に届け出た頒定介護老人福祉施設についてはし   

車庫化対応加算として、1岬   
する。  

㈱皐ものとし  

て都道府県知事に届lナ出た指定介謹老人福祉施設に？いては、  
月琴阜活継続支援加算として、1日に？卓22単位を所定単位数   

に加算する。  6凍ているものとし  
て都道府県知事に届け出た碍定介謹老即ま、   
当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げ冬草位  
詔日面頭日圃謹＝声捉ぇ日日国父  

ヨ己だ 冒．子日誌〔現有巳ヨ門E抗  （2）御  
㈲御  

刷 看護体制加算（Ⅱ）ロ  

旦皇堕  

生皇位  

1旦皐塵  

8単位  

7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う磯貝の勤務条件に関す  

る基準を周たすヰのとして都道府県知事に届け出た指定介護者  
ム適塾塵塵長⊇上ゴJL当該基準に げる区分に従い、1日l；   

つき次に掲げる単位敬を所定単位数にカ鵬  
≧呈皇位  

1旦皇位  

27単位  

18単位  

川朋琴（：りイ  （2）閲  （3）働イ  
（4）夜勤職員配置加算（ⅡLロ  

旦 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して   
いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設   
については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を   

所定単位数に加算する。  
旦 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作   

業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ   

旦 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して   
いるものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設   

については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を   
所定単位数に加算する。  

ユ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作   
業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ  
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サージ指圧師（以下この注において「理学療法士等」という。  

）を1名以上配置しているもの（入所者の数が100を超える指定  
介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従  
事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法  

士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定  
介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11  
年厚生省令第39号）第2条第3項に規定する常勤換算方法をい  
う。注β及び注10において同じ。）で入所者の数を100で除した  

数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定  
介護老人福祉施設において、機能訓額指導員、看護職員、介護  

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに  
個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能  
訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日に  
つき12単位を所定単位数に加算する。  

サージ指圧師（以下この注において「理学療法士等」という。  
）を1名以上配置しているもの（入所者の数が100を超える指定   
介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従   
事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法   
士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法（指定   

介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11   

年厚生省令第39号）第2条第3項に規定する常勤換算方法をい   
う。注11及び注13において同じ。）で入所者の数を100で除した   

数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定   
介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護   
職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに   

個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能   

訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日に   

つき12単位を所定単位数に加算する。  

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性  
認知症入所者（介護保険法施行令（平成10年救令第412号）第2  

条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第  
3項に規定する要介護者となった入所者をいう。以下同じ。）  
に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合には、若年性  
認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数   
に加算する。  

u 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師   
を1名以上配置しているもの（入所者の数が100を超える指定介   

護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の   
職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常   
勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの  
）として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設につい   
ては、1日につき25単位を所定単位数に加算する。  

邑 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師   
を1名以上配置しているもの（入所者の数が100を超える指定介   

護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の   
職掛こ従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常   
勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの  

）として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設につい 
ては、1日につ  き20単位を所  定単位数に加算する。  

旦 認知症（法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ  
。）である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護   
老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な   
療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単   
位を所定単位数に加算する。  

週 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しく  

ユ呈 認知症（法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ  

。）である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護   
老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な   
療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単   

位を所定単位数に加算する。  

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しく   
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は言語機能に障害のある者又は知的障害者（以下「視覚障害者   

等」という。）である入所者の数が15以上である指定介護老人   
福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に閲し専門   

性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者（以下「障害   
者生活支援員」という。）であって専ら障害者生活支援貞とし   
ての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置して   

いるもの（視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介   

護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障   
害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を   
常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数   

以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定介   

護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、  

1日につき26単位を所定単位数に加算する。  

u 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に   
対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度と   
して所定単位数に代えて1目につき320単位を算定する。ただし  
、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

廷 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室   

（以下「従来型個室」という。）に入所している看であって、   

平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（別   
に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介護福祉施   

設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者   

介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設   
サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉   

施設サービス費（Ⅱ）、小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）、旧   

措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）又は小規模旧措置入所   

者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）を算定する。  

日 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス   
費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施   

設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費   
を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費（Ⅱ）、   

小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）、旧措置入所者介護福祉施   

設サービス費（Ⅱ）又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービ   

ス費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師  

は言語機能に障害のある者又は知的障害者（以下「視覚障害者   

等」という。）である入所者の数が15以上である指定介護老人   
福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に閲し専門   

性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者（以下「障害   

者生活支援員」という。）であって専ら障害者生活支援員とし   
ての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置して   
いるもの（視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介   
護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障   
害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を   
常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数   

以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指定介   

護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、  

1日につき26単位を所定単位数に加算する。  

迅 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に   
対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度と   
して所定単位数に代えてt月にフき246単位を算定する。ただし  
、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

廷 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室   
（以下「従来型個室」という。）に入所している看であって、   

平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（別   
に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介護福祉施   

設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者   

介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設   
サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉   
施設サービス費（Ⅱ）、小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）、旧   

措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）又は小規模旧措置入所   

者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）を算定する。  

廷 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス   

費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施   

設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費   
を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費Ⅷ）、   

小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）、旧措置入所者介護福祉施   

設サービス費（Ⅱ）又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービ   

ス費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師   
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が判断した着であって、従来型個室への入所期間が30日以内  

であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  
所する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への  

入所が必要であると医師が判断した者  

ハ 初期加東  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算  
として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又  
は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合  

も、同様とする。  
ニ 退所時等相談痩助加算  

（1）退所前後訪問相談援助加算  460単位  

（2）退所時相奴援助加算  400単位  

（3）退所前連携加算  500単位   

注1（1）については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者  

の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機  
能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が  
退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対  
して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健  
医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合  
に、入所中1回（入所後早期に退所前相談援助の必要があると  
認められる入所者にあっては、2回）を限度として算定し、入  
所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所  
者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1  

回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病  
院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。）に入所する  
場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等  

を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定  

する。  

2（2）については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、そ  
の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す  

る場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家  

が判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内  

であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  
所する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への  

入所が必要であると医師が判断した者  

ハ 初期加算  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算  

として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又  
は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合   

も、同様とする。   

退所時等相放援助加算  

（1）退所前後訪問相談援助加算  

（2）退所時相談援助加算  

（3）退所前連携加算  

460単位  

400単位  

500単位  

注1（1）については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者  

の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機  
能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が  
退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対  
して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健  
医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合  
に、入所中1回（入所後早期に退所前相談援助の必要があると  

認められる入所者にあっては、2回）を限度として算定し、入  
所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所  
者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1  
回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病  
院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。）に入所する  
場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等  

を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定  
する。   

2（2）については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、そ  
の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す  

る場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家  
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族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその   
他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行   
い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内   
に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含   
む。以下同じ。）及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20   
条の7の2に規定する老人介護支援センターに対して、当該入   

所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サー   
ビス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、   

入所者1人につき1回を限度として算定する。  
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入   

所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉   

施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該   
入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
〔〉  

3（3）については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、そ   
の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す   

る場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利   

用を希望する指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に規定   

する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）に対して、   

当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を   
添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービス   
に必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と   

連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用   
に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度と   

して算定する。   

族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその  
他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行  

い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内  
に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含  

む。以下同じ。）及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）第2  
0条の7の2に規定する老人介護支援センターに対して、当該  

入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サ  

ービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に  

、入所者1人につき1回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該  

入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
（】  

3（3）については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、そ  
の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す  

る場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利  

用を希望する指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に規定  
する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）に対して、  

当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を  
添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービス  

に必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と  

連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用  

に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度と  
して算定する。  

ホ 雉管理体制加算   
凋 単位  （2灘 10単位   

注1（1）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものと  
して都道府県知事」こ届け出た指定介護老人福祉限設岸ついて、  

1日につき所定単位数を加筆する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福  

祉施殴で枇  

（2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものと  
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して都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設について、  

1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において  
、嘩  

イ㈲剛宣していること。  

戸 別lこ厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福  
祉施設であるこL  

仝 栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位  

数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所  
者ごとの摂食■蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画  
を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

二 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設であること。  

上 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護  
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管に  

より食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成して  
いる場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理  

栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄  
養管理を行った場合には、当該計画が作成された日から起算し  

て180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  

杢 栄養マネジメント加算  ユ旦重畳   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位  

数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同  
して、入所者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄  
養ケア計画を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録←ていること。  

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設であること。  

仝 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄  
養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、  
現に経菅により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画  
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を  

受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進め  
るための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された日  

から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を  
加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  

－10 －   



に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  

管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  
できるものとする。  

至 経口維持加算  

（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護  
師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能障  

害を有し、誤喋が認められる入所者ごとに入所者の摂食・喋下  
機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当  

該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、  

継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行  
った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された  

日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所  
定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加  
算を算定している場合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ  

）を算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であって  

、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤蟻が認められるものを対象としていること。  

口 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  

、摂食機能障害を有し誤礁が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、摂食機能障害を有し、誤礁が認められる入所者であって、医  

師の指示に基づき、継続して誤囁防止のための食事の摂取を進  
めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  

き当該加算を算定できるものとする。  

に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  

管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  
できるものとする。  

上 線口維持加算  
（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉  
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄  
養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、  
摂食機能障害を有し、誤喋が認められる入所者ごとに入所者の  

摂食・礁下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合で  

あって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は  

栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別  
な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が  

作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき  
それぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、  
経口移行加算を算定している場合は、算定しない。また、経口  
維持加算（Ⅰ）を算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算  

定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であって  

、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤噴が認められるものを対象としていること。  

口 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  
、摂食機能障害を有し誤礁が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  
、摂食機能障害を有し、誤瞭が認められる入所者であって、医  
師の指示に基づき、継続して誤礁防止のための食事の摂取を進  
めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  

き当該加算を算定できるものとする。  

チ働 30単位   

注湖大臣が定める基準に適合する指窄介護老人碍祉施  

設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた阻科衛生士が  
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l  、閻  
以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯   

科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ阜   
、入所者の口腔ケア・マ坤  

場合には、1月につき所定単位数を加算する。  
り 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める   
療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。た  
だし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定  

している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定介護老人福祉施設において行われていること。  

ヌ 看取り介護加算   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

リ 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める  

療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。た  
だし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定  

している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定介護老人福祉施設において行われていること。  

ヌ 看取り介護加算   

注 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する入所者については、  

当該基準に掲げる区分に従い、死亡日以前30日を上限として1日  

につき次に掲げる単位数を死亡月に所定単位数を加算する。ただ  
し、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また   

、iニの場合において、重度化対応加算を算定していない場合は、  

算定しない。  

都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚  
生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を  
行った場合にあっては、死亡日以前4日以上30日以下については  

1日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日については1日に   

つき680単位を、仰0単位を死亡月   
に卿算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、  
算定しない。  

ル 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施  
設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあ  
っては、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。  

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅  

イ 看取り介護加算（Ⅰ）  

ロ 看取り介護加算（Ⅱ）  

ル 在宅復帰支援機能加算  

160単位  

∽単位  

10単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施   
設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあ   
っては、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。   

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、  
入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅   

サービスの利用に関する調整を行っていること。  サービスの利用に関する調整を行っていること。  

ヲ 在宅・入所相互利用加算  ヲ 在宅・入所相互利用加算  30単位  30単位   
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注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定   
める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う嘩合にあっ  
ては、1日につき所定単位数を加算する。  

ワ認知症専門ケア加算  

津頑として都道   

府県知事に届け出た指定介卿lこ鱒生労働木臣   
姐星幽旦巴坦な認知症ケア 行った現金には、当該基   
準イ轍1日につ草次に掲げる所定単位数を鱒算   
す抽   

おいては、㈱   （1L抑 3単位   

瀬 4単位  

カ サ「ビス嘩供体制強化抽草  

津頑、るものとして都道   

い、1引こつき次に げる所定単位数を加 する。ただし、次に  
げるいず丸かの加算を算定している場合においては、次に掲げ   

るその他の加算は算定しない。榊舌継続支環加算を星  

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定   
める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合にあっ   

ては、1日につき所定単位数を加算する。  

窄している場合は、靭  

：サービス提供体制 化加（Ⅰ）  
2・サービス提供体制強化加井（Ⅱ） （3トサ瑚  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス費（1日につき）   

（り 介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

ト）介護保健施設サービス費（i）  

j 
男 望㌫．千野  c㈲  
卓㈲  e㈲ 

口 介護保健施設サービス費（ii）  

翠 ヨ抗日キ引  

b 要介護2  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス貴く1日につき）   

（1）介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

H 介護保健施設サービス費（i）  
む 

や㈲  

ヱ 

言 臼㌫日工巴  

○ 

出 介護保健施設サービス費（iり  

a 要介護1  

b 要介護2  

軍4単位  

783単位  

鱒6単位  

型p畢箪  

担蔓草笹   

旦週単位  

862単位   

702単位  

笹1草堂  

804単位  

粥8単位  

9り草堂   

781単位  

830単位  
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謂 巴 日工崇  

区 営抗H子引  

E 巳㌫壬そ晃  

（2）介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

ぎ 臼抗日そi  

官 営㌫日工担  

c 要介護3  
見 当 配配  

冗 巳抗日二莞  

に）介護保健施設サービス費（ii）  

町 営抗醍i  

男 当抗日÷匝  C㈲  
矧 巳抗日別  

E 巨抗・キ莞  

（3）介護保健施設サービス費（Ⅲ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

争㈲  

b畢介護寧 
光 ヨ抗冒子醗  

d 要介護4  
瀾  

q 介護保健施設サービス費（ii）  

旦㈲  

や㈲  

瀾  d㈲  
や㈲  

ロ ユニット型介捷保健施設サービス費（1日につき）  
（1）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）   

卜）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  
サ 要介洋上  

c 要介護3  

883単位  

9叩早世  

990単位   

c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5  

（2）介護保健施設サービス糞（Ⅱ）   

（づ 介護保健施設サービス費（i）  

a 要介吐1  
b 要介護2  
c 妻介捷3  
d 要介護4  

冗 巳抗ヨ見  

出 介護保健施設サービス費（ii）  

冒 ヨ抗日i  

b 重介護2  
c 要介護3  
d 重介護4  
0 重介護5  

（3）介護保健施設サービス責（Ⅲ）  

卜）介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  

b 重介護2  

c 要介護3  
d 要介護4  
0 要介護5  

仁）介護保健施設サービス費（ii）  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介娃3  
d 要介護4  
0 要介護5  

ロ ユニット型介杜保健施設サービス糞（1日につき）  
（1）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）   

H ユニット型介捷保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介護3  

g115単位   

弼9単位  

1，022単位  

703単位   

祁6単位  

860単位   

914単位   

967単位  

一782単位   

865単位   

粥9単位   

卵3単位  

1，046単位   

1鱒単位  

818単位   

933単位  

＝）09単位  

＝）85単位  

814単位   

鱒7単位  

1，01Z単堕  

副 詞聖翌日国  

1．164単位  

‘735単位  

8拉単位   

906単位   

982単位  

1，鱒8単位  

叫単位  

891単位   

985単位  

ト061単位  

1．137単位  

703単位   

一780単位  

833単位   

887単位   

940単位  

782単位   

859単位   

即2単位   

粥6単位  

1，019単位  

印早笹  

室些畢些  

918単位   

784単位  

幻3単位  

886単位  
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月 

（ニ）ユニット型介護保健施設サービス費（ii）   

且 

旦 
♀ 

旦＿要介護4  

e 要介護5  
2）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

（－）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  

a 要介護1  

d㈲   
j 

日 ユニット型介護保健施設サービス費（ij）   

旦 

b 要介護2   

銅2単位  

＝卿   

816単位   

865単位  

940単位  

993単位   

784単位  

833単位  

8鱒単位  

9叩単位  

993単位  

c郷 18単位  d㈲ 972単位  

8 要介護5  1，025単位  

（2）ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅱ）  

（－）ユニット型介護保健施設サービス糞（i）  a㈲  
b 要介護2  

錮6単位  

979単位  

785単位  

b 要介吉葉2  868単位  

＝坤4単位  

1，170単位  

1，246単位   

896単位   

卯9単位  

1，094単位  

1，170単位  

1，246単位  

？㈲   
瀾   

且 

仁）ユニット型介護保健施設サービス責（ii）   

a 要介貢隻1   

c㈲  d㈲  
8 要介護5   

日 ユニット型介護保健施設サービス費（ii）  a雫町  b㈲  
C 要介護3 d㈲  
e 要介護5  

畑 ユニット型介護保健施設サービス貴（Ⅲ）   

卜）ユニット型介護保健施設サービス糞（i）  a郷  
b 要介護2  
c 要介護3  
d 要介護4  

0・要介護5   

亡）ユニット型介護保健施設サービス糞（ii）  a郷  b㈲  
c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5  

銅2単位   

錮6単位  

＝）些単位  

785単位  

b 要介護2  868単位   c㈲   
旦要介護4 
阜畢介護5 

刷 ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅲ）  

ト）ユニット型介護保健施設サービス費（i）  a㈲  b㈲  
統 監抗日二郎  d㈲   
9要介護5 

仁）ユニット型介護保健施設サービス費（ij）  a卿   
旦㈲   

瑚   d㈲  
○ 要介護5   

町単位   

錮6単位  

1，049単位   

鱒6単位   

gけ3単位  

1，067単位  

1．143単位  

1，219単位   

896単位   

卯3単位  

1．067単位  

＝43単位  

1，219単位  

瑚単位  

862単位   

915単位   

弼9単位  

1，022単位  

鱒草鱒   

粥2単位  

サ埼単位   

粥9単位  

1．022単位  

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  
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労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た   

すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において  
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる   

区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

所者の軍介護状鱒区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する  

。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ   

ない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する  

。なお、入所者の数又は医師、看護職負、介護職員、理学療法士  

、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に   

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣   
が定めるところにより算定する。  

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束   
廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算   
する。  

4 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する   
基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施   
設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定   

単位数に加算する。   

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た   

すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において  
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる   

区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する  

。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ   

ない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する  

。なお、入所者の数又は医師、看護職鼻、介護職員、理学療法士  

、作業療法士若しくは介護支援専門員の負数が別に厚生労働大臣   
が定める基準に該当する場合は、別に厚隼労働大臣が定めるとこ   
ろにより算定する。  

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   
場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束   
廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算   
する。  

4 次lこ掲げるし＼ずれの基準lこも適合する介護老人保健施設につい   

て、岬ント加算として、1日に？き25   

単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作   
鱒しているこL   

ロ牒のり′ヽどリテーション実施計画に従い医師又は医   
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は批がリ  

ハビリテーションを行っているとともに、入所者の状態を定期  
的に記録していること。  

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗鱒況を定期   
的に評価し、哩と。  

ニリ／＼ヒリテーションを行う医師、理学鱒法士、作業療法士又   

は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し  
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リ／＼どリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護   

のエ夫等の情報を伝達していること。  

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  

リハビリテーション実施加算として、1日につき60単位を所定単   

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   

業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  

リハビリテーション実施加算として、1埋草位を所定単   

位数に加算する。   

6 星型塵であると医師が判断した看であって、リハビリテーショ   
ンによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対し   
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介講老人保健   
施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又   

は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合   

に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の   

日から起算して3月以内の期間に限り、1週に8日を限度として  

1日につき240単位を所定単位数に加算する。  

位故に加算する。ただ 
ンマネジメント加算を算定していない場合は御  

6 軽度の認知症であると医師が判断した看であって、リハビリテ   
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの   

に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老   

人保健施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療   

法士又は音詩聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行っ   

た場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、   

入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1i凱こ3回を限度   

として1回につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、この  
場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定して   

いない場合は、算定しない。  
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   

支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   
支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府御  

所者に対して御  

知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加   

算する。  

旦 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1臥につき朋2早世を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。   

邑 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1Elにつきヰ叫単僅を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

9入所者であ？て、温研が見込まれる者をその居畢において試行   
的に退所させ、憫老人保健施設が居宅サーービスを提供する場合  
に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1訃ドつき鱒0単位   
を算定する。ただし、試行的退所に係る初日及び最終日は、算定  
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ず  

で号ない。榊単位を算定す   

る場合は、算定しなし＼。  

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している看であっ   

て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（   
別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介桂保健施   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ   

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ii）、介護保健施設サービス   

費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ii）又は介護保健施設サービス   

糞（Ⅲ）の介護保健施設サービス費（ii）を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費   

を支給する場合は、介護保健施設サービス費（Ⅰ〉の介護保健施設   

サービス費（ii）、介護保健施設サービス費（Ⅱ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）又は介護保健施設サービス責（Ⅲ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が  

判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ  
るもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所  
する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  
が必要であると医師が判断した者  

12 イ（2）及び（3）並びに口（2）及び（3）について、別に厚生労働大臣が定   

める基準に適合する入所者については、タトーミナルケア加算とし   

て、瑚亡引こ240単位を所   
定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日まで   

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している看であっ   

て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（   
別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介護保健施   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ   

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ii）、介護保健施設サービス   

費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ii）又は介護保健施設サービス   

費（Ⅲ）の介護保健施設サービス費（ii）を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費   
を支給する場合は、介護保健施設サービス費（Ⅰ）の介護保健施設   

サービス費（ii）、介護廃健施設サービス費（Ⅱ）の介護保健施設サ   
ービス費（ii）又は介護保健施設サービス費（Ⅲ）の介護保健施設サ   

ービス費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が  

判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ  

るもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所  
する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  
が必要であると医師が判断した者  

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、   

ターミナルケア加算として、死亡日以前15日以上30日以下につい   
ては1日につき200単位を、仰ま1日に   

つき315単位を、死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所し   

た日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。  

13 イ（2）及び（3）並びにロ（2）及び（3）について、入所者に対して、指導   

管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が   
定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大   

臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に加算する  
0  

14 イ（2）及び（3）並びにロ（2〕及び（3‖こついて、別に厚生労働大臣が定   

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た   
介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1   

の間は、算定しない。  

13 イ（2）及び（3）並びにロ（2）及び（川こついて、入所者に対して、指導   

管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が   

定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大   

臣が定める単位数に10円を乗じて得た嶺を所定単位数に加算する  

0  

14 イ（2）及び（3）並びに口（2）及び（3）について、別に厚生労働大臣が定   

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た   

介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1  
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日につき27単位を所定単位数に加算する。  

ハ 初期加算  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算   

日につき27単位を所定単位数に加算する。  

ハ 初期加算  30単位   

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算  

として、1日につき所定単位数を加算する。   

退所時指導等加算  

（り 退所時等指導加算  

（－）退所前後訪問指導加算  

（ニ）退所時指導加算  

（三）退所時情報提供加算  

（四）退所前連携加算  

（2）老人訪問看護指示加算  

として、1日につき所定単位数を加算する。   

退所時指導等加算  

（1）退所時等指導加算  

（一）退所前後訪問指導加算  

（二）退所時指導加算  

（三）退所時情報提供加算  

（四）退所前連携加算  

（2）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1（1）の（－）については、入所期間が1月を超えると見込まれる  
入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪  
問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指  
導を行った場合に、入所中1回（入所後早期に退所前訪問指導  

の必要があると認められる入所者にあっては、2回）を限度と  
して算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪  

問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行つ  
た場合に、退所後1回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様  
に算定する。   

2（りの（ニ）については、榊分のいずれかに該当する   

場合に、瑚 

イ 碑い  

て療養を継続する場合！抑退所時に、当  
該入吸着及びその家族筆に対して、瑚指導を  行った場合l潮する  
こL  

口 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居  
宅において試行的に退所させる場合において、当該入所草の  

試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退  

所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に吉武行的な  
退所を行った月から3月の間に限り、入所者‡1人につき、t   

注1（1）の（－）については、入所期間が1月を超えると見込まれる  
入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪  

問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指  
導を行った場合に、入所中1回（入所後早期に退所前訪問指導  
の必要があると認められる入所者にあっては、2回）を限度と  
して算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪  
問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行っ  
た場合に、退所後1回を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様  
に算定する。   

2（1）の（二）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

しゝその居宅に咽て、当該入所   

者の退所嘩㈱て、埠所獲の   

療養上の指導を行った場合に、入所者1人」こつき1回を限度と  
して算定する。  
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ー．－ 二嶋－’■   

月に1回を限度として算定する。  
3 （1）の（三）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所   

者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、   

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を   

行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入   
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉   

施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
0  

4（1）の（四）については、入所期間が1月を超える入所者が退所   

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを   
利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所   
者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入   

所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて   
当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要   

な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携し   

て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す   

る調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算   

定する。  

5 （2）については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師   

が、診療に基づき、指定訪問看護（指定居宅サービス等の事業   

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号  
）第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）が必要   
であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーショ   

ン（同令第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーシ   
ョンをいう。以下同じ。）に対して、当該入所者の同意を得て  

、訪問看捧持示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を   
限度として算定する。  

3 （1）の（三）については、入所期間が1月を超える入所者が退所  

し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所  

者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、  

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を  
行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入  
所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉  

施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該  
入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する  
0  

4 （1）の（四）については、入所期間が1月を超える入所者が退所  

し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを  
利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所  
者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入  

所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて  
当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要  

な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携し  

て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す  
る調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算  
定する。  

5 （2）については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師  

が、診療に基づき、指定訪問看護（指定居宅サービス等の事業  

の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号  
）第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）が必要  
であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーショ  

ン（同令第60条貫1項第1号に規定する指定訪問看護ステーシ  
ョンをいう。以下同じ。）に対して、当該入所者の同意を得て  

、訪問着譲指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を  
限度として算定する。  

ホ 栄養管理体制加算  （1）即 12単位  （2）即 1q単位   

注1 川については、次lこ掲げるいずれの基準にも適合するむのと  

十て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について、1日  
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につき所定単位数を加算する。   

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。   
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保嘩施  

設であるこL  
2 （2）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するものと  

して都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について、1日  
につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、管  
理栄養士配置加算を算定している場合は、算定しない。  
イ閻宣していること。  

ロ 静‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する介護老人保健施  

翠であること。  

へ 栄養マネジメント加算  12単位   杢 栄養マネジメント加算  1生里旦   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介護老人保健施設について、1日につき所定単位数を   

加算する。  
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同  
して、入所者ごとの摂食・峨下機能及び食形態にも配慮した栄  
養ケア計画を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

二 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
であること。  

仝 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に  
経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作  
成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受け  

た管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるた  
めの栄養管理を行った場合には、当該計画が作成された日から  
起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介言隻老人保健施設について、1日につき所定単位数を  
加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所  
者ごとの摂食・礁下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画  
を作成していること。  

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。  

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
であること。  

上 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、  

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により  
食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成している  
場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養  

士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管  
理を行った場合には、当該計画が作成された日から起算して180  
日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。  
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こぎ  

する。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても   

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  

に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  
管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  

できるものとする。  

ヒ 経口維持加算  

（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士   
、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食  
機能障害を有し、誤礁が認められる入所者ごとに入所者の摂食   
・蟻下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であっ  
て、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養  

士が、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管  

理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成  

された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれ  

ぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口  
移行加算を算定している場合は、算定しない。また、経口維持  
加算（Ⅰ）を算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定し  

ない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であって  
、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤囁が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  
、摂食機能障害を有し誤礁が認められるものを対象としてい  

ること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても   

、摂食機能障害を有し、誤囁が認められる入所者であって、医  
師の指示に基づき、継続して誤礁防止のための食事の摂取を進   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ  
る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医師の指示  

に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養  
管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定  

できるものとする。  

王 経口維持加算  

（1）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（2）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設  
において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、  
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能障害を  
有し、誤峨が認められる入所者ごとに入所者の摂食・礁下機能  
に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計  
画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続  

して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った  
場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された日か  

ら起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単  

位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を  
算定している場合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を  

算定している場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）′経口により食事を摂取する看であって  

、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により  
誤l礁が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であって  

、摂食機能障害を有し誤蟻が認められるものを対象としてい  
ること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ  

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され  
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても  

、摂食機能障害を有し、誤囁が認められる入所者であって、医  
師の指示に基づき、継続して誤囁防止のための食事の摂取を進  
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めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  
き当該加算を算定できるものとする。  

チ灘 30単位 30単位   

注 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準Iこ適合する介護老人保健施設に   

おいて、纏生士が、介   
護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上   
行っている場合であって、彗卿歯科医師又は歯科医   

師幽lこ基づき、入   
所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されている場合  
には、1月につき所定単位数を加算する。  

り 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養   
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。ただし   
、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定して  
いる場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介  

護老人保健施設におい 

ヌ 在宅復帰支援機能加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介言葦毛人保健施設⊆   

ついては、輝1日につき次に掲げる  
所定単位数を加算する。ただし、在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）を算   
定している場合は、嘩  

川働 15単位  15単位  （2）御 5単位  5早位   

ル 緊急時施設療養費   

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事   

情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  
（1）緊急時治療管理（1日につき）  500単位   

注1入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  

めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続  

き当該加算を算定できるものとする。  

リ 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事  
に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。ただし   
、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

こと。  

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介  

護老人保健施設において行われていること。  

ヌ 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設王  
あって、次に掲げる基準のいずれlこも適・合している場合にあって   

蛙」1日につき所定単位数を加算する。  
イ 入所者の象族との連絡調整を行っていること。  

ロ 入所者が利用を希望する手旨定居宅介護支援事業者に対して、  

入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅  
サービスの利用に関する調整を行っているこヒ  

ル 緊急時施設療養費  
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事   

情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  

（1）緊急時治療管理（1日につき）  500単位   

注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合に  
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おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  
行ったときに算定する。  

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する  
0  

3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。  
（2）特定治療  

診療報融の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第  
一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）  

第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律（   
昭和57年法律第80号）第64条第3項に規定する保険医療機関等が   
行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術   

、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。   
）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及  

び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。  

ヲ 認知症専門ケア加算   

注㈱合しているものとして都道   

府県知事に届け出た介護老人保健施設が、別に鱒生労御大臣が定   
める者に対し専門的な認知症ケアを行った鱒今には、彗髄引こ   

掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する   
。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい  

おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を  

行ったときに算定する。   

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する  

0   

3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。  

（2）特定治療  

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第   

一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）   

第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律（   

昭和57年法律第80号）第64条第3項に規定する保険医療機関等が   

行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術  

、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。  

）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及   

び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。  

ては、次に掲げるその他の加算は算：定しない。   

川認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

り 認知症情報提供加算   

3単位   

4単位  

350単位   

注 適ほ引こ吉忍知症の原因疾患lこ関する確定診断を受けておらず、認  

知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内で  
の診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はそ  
の家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添  
えて、月椚：二厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行っ  

た場合に、入所者1人につき入所期間【打こ1回を限度として所定  
単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保  

険医療機関（認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療  
機関を除く。）に対する紹介を行った場合は算定しない。 

カ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
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府県知事に届け出た介護老人保健施設が入所者に対し介護保健施  

設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日  
につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい  

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他  
の加算は算定しない。  

（1）サービス提庚体制強化加算（Ⅰ）  

（2） トビス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

3 介護療養施設サービス   

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   

（1）療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（づ 療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型介醸療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  

3 介護療養施設サービス   

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  
（1）療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（－）療養型介沫療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

】 要介護1  

1i要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

V＋要介護5  
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）  

l要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

v 要介護5  
日 療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 療養型介護療養施設サービス責（i）  

l 要介護1  

ii要介護2  
iii要介護3  
ル 要介護4  

V 要介護5  
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）  

I 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3   

683単位   （Ⅲ単位   

781単位  

1，019単位  

＝20単位  

1，211単位  

t782単位  

892単位  

1，130単位  

1，231単位  

1，322単位  

止 

iii要介護3  

iv要介護4  

V 

b療梢施設サビス‡（ii，   

l 要介護1  
止 

iii要介護3  
虹 

∨㈲  

（コ 療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

L 
ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

V 要介護5   

b 療養型介護療養施設サービス費（ii）   

I 要介護1   

ii 要介護2   

iii要介護3   

M単位  

1，031単位  

1，132単位  

1，223単位  

794単位   

≦和4単位  

1．142単位  

1，243単位  

1，334単位   

犯3単位  

‘732単位  

892単位  

1，048単位  

1，090単位  

734単位  

843単位  

1，003単位   

6‖単位   

720単位  

880単位  

tO36単位  

1，078単位  

722単位  

【ほ1単位   

991単位  
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鳥 療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

「 巳抗匙i  

？E 臼抗弓‡甲  

iii要介護3  
付要介護4  

V 

。療梢棚サ＿ビス‡（ii， 

1 ヨ抗十キi   

llヨ抗裂甲  

iii妻介 3  
Ⅷ 巳抗配巴 v⑯  

（オ 療養型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）療養型経過型介準療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型経過型介護療養施設サービス費（i）  

？ 5抗・て＋i  

「R 臼抗日二田  

iii要介 3  
Ⅵ 当抗日÷凹  

∨㈲  

b 療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）  

1 日抗日そ計  

≡〒 当抗日キ牢  

iii要介護3  iv㈲  V㈲   
口 療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 療養型経過型介護療養施設サービス費（i）  

「 臼抗・てi  

門「巴・二琴  

iii要介 3  
山 要介護4  

＝59単位  

1，201単位  

付 要介護4  

V 要介護5  
E）療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）   

a 療養型介護療養施設サービス費（i）   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5   
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）   

i 要介護1   

ii要介護2  

＝47単位  

1．189単位   

593単位  

‘704単位  

1855単位  

1，012単位  

1，053単位  

704単位  

815単位  

966単位  

1，123単位  

1．164単位  

5引単位   

悶2単位   

糾3単位  

1，000単位  

＝）41単位  

悶2単位   

803単位  

jii要介護3  954単位  

付 要介護4 ト111単位  

∨ 要介護5  1．152単位  

（オ 療養型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）   

ト）療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型経過型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  
ii 要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5  
b 療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  

683単位   

■793単位   

943単位  

1，034単位  

1．125単位   

794単位   

的4単位  

1，054単位  

1，145単位  

1，236単位  

（削単位   

781単位   

粥1単位  

1，022単位  

＝13単位  

782単位   

ii 要介護2   

iii要介護3  

付 要介護4  

V 要介護5  
日 療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 療養型経過型介護療養施設サービス費（i）  

＋ 要介護1  

や 要介護2   

iii要介護3  
付 要介護4   

錮2単位  

tO42単位  

1，133単位  

1，224単位  

鱒3単位  

！卵単位  

901単位  

992単位   

即1単位  

781単位  

銅9単位  

980単位  

ー 26 －   



v㈲  
b 療養型経過型介護療養施酸サービス費川）   

し 

ii要介護2   
j臼 iv㈲   
∨ 要介護5  

1，083単位  

一794単位   

904単位  

1，012単位  

1」鱒単位  

1，194単位  

∨ 要介護5  
b 療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  

ii 要介吾蔓2   

揃 要介護3  

＝）71単位  

■782単位   

…単位  

1，000単位  
iv 要介護4  1，091単位  

∨ 要介護5  1，182単位  

（3）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（－）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 要介護1  785単位  

b 要介護2  895単位  

c 要介護3  1，133単位  

（3）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（－）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（り  a㈲  b㈲  c㈲  d㈲  
9 

仁）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  a㈲  b要恥  c㈲  d㈲  
冗 巴抗配崇  

（4）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（1  

」β7単イ圭   

叩7阜亜  

1」4年単位  

1，246単位  

牒7単鱒  

797単亜   

907早世  

＝45単位  

1，2卿  

1．337単位  

日につき  

1．234単位  

†，箪亭単位  

鱒5単位   

895単位   

d 要介護4   

8 要介護5  
（コ ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 要介護1 
b 要介護2  

c 要介護3  1，133単位  

d 要介護4  1．234単位  

0 要介護5  1，325単位  

（4）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費 ぐ1日につき  

）  

（－）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 要介護1  785単位  

）  

卜）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

797単位   

鱒7単位  

1，057単位  

1，148単位  

1，239単位  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介護3  
d 

8 要介護5  

b 要介護2  
c 要介護3  

d 要介護4  
0 要介護5   

卵5単位  

＝）45単位  

1，136単位  

1，227単位  

（二）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  仁）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

？町単位   

的7単位  

1，鱒7単位  

1．148単位  

1，239単位  

a 要介護1  

b 要介護2  

C 要介護3  

d 要介護4  

8 要介護5  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介護3  
d 要介護4  
8 要介護5  

7粥単位  

895単位  

1．045単位  

1，136単位  

1，227単位  

注1 療養病床 〈医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4  注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4   
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号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であ   

る指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3号に規定する   
指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）であって、別に   

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働   

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす   

ものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係   

る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護療   

養施設サービス（同号に規定する指定介護療養施設サービスを   

いう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げる区   

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   

満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位   

数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職貞、介護   
職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定め   

る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   
より算定する。  

2（3）及び刷について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満   

たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する   

単位数を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘．   

束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養   

型医療施設については、病院療養病床療養環境減算として、1   

日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療   

養型医療施設については、当該基準に掲げる区分lこ従い、1日   

につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であ   

る指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3号に規定する   
指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）であって、別に   

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働   

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす   
ものとして都道府県知事に届け出たものたおける当該届出に係   

る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指定介護療   

養施設サービス（同号に規定する指定介護療養施設サービスを   

いう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げる区   

分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入   

院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定   
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を   

満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位   

数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護   
職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定め   
る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに   
より算定する。  

2（3）及び（州こついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満   

たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する   

単位数を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘   
束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から   
減算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養   

型医療施設については、病院療養病床療養環境減算として、1   
日につき25単位を所定単位数から減算する。  

5 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第5   
0号）第49条の規定が適用されている病院については、1日につ   

き12単位を所定単位数から減算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す   
る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療   
養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日  
につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）  

23単位  

14単位   

23単位  

14単位  
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ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  14単位  

羊 夜間勤顔等看護（Ⅳ）  7単位  

7 丹＝こ厚生労働大臣が定める基準に適■合しているものとして都  

草府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年   
性認知症患者（介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老  

7単位  ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）   

期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者  
となった入院患者をいう。以下同じ。）に対して指定介護療養   

施設サービスを行った場合lこは、若年性認知症患者受入加算と   
して、‘＝］につき120単位を所定単位数に加算する。  

旦 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   

6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定   

ユ 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   

6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定   

する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

旦（2）及び（4）について、入院患者であって、退院が見込まれる者   

をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施   

設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所   

定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行   

的退院に係る初日及び最終日は、算定できない。また、この場   

合において、注旦に掲げる単位を算定する場合は、算定しない  

〔〉  

廷 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   

当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて＿⊥旦⊆   

つき362単位を算定する。  

する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

邑（2）及び（4）について、入院患者であって、退院が見込まれる者   

をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施   

設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を限度として所   

定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行   

的退院に係る初日及び最終日は、算定できない。また、この場   

合において、注7に掲げる単位を算定する場合は、算定しない  

0  

旦 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   

当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   

つき444単位を算定する。  

u 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ   
って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも   
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、療養   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス   

費（Ⅱ）若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型   

経過型介諌療養施設サービス費（Ⅰ）若しくは療養型経過型介吉葉   

療養施設サービス費（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞ   

れ、療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の療養型介護療養施設   

サービス費（ii）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型   

介護療養施設サービス費（iけ若しくは療養型介護療養施設サー   

ビス費（Ⅲ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）又は療養型経   

過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設   

建 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ   

って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも   
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、療養   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス   

費（Ⅱ）若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）又は療養型   

経過型介護療養施設サービス責（Ⅰ）若しくは療養型経過型介護   

療養施設サービス貴（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞ   

れ、療養型介護療養施設サービス責（Ⅰ）の療養型介護療養施設   

サービス費（ii）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型   

介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型介護療養施設サー   

ビス費（Ⅲ）の療養型介護療養施設サービス責（ii）又は療養型経   

過型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設  
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サービス費（ii）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費（   

Ⅱ）の療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）を算定する。   
週 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは療   
養型介桂療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型経過型介護療養施   

設サービス費（Ⅰ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス   

費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療養施設サー   
ビス費（Ⅰ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）、療養型介護   
療養施簸サービス費（Ⅱ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）   

若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の療養型介護療養   

施設サービス費（ii）又は療養型経過型介護療養施設サービス費（   

Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型   

経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型経過型介護療養施  

設サービス費（ii）を算定する。  
イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の・む身の状  
況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  
の入院が必要であると医師が判断した者  

（5）初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  
算として、1日につき所定単位数を加算する。  

（6）退院時指導等加算   

H 退院時等指導加算   

サービス費（ii）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費（  

Ⅱ）の療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）を算定する。   

止 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅰ）、療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）若しくは療  

養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）又は療養型経過型介護療養施   

設サービス費（Ⅰ）若しくは療養型経過型介護療養施設サービス  

費（Ⅱ）を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療養施設サー  

ビス費（Ⅰ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）、療養型介護  

療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型介護療養施設サービス費（ii）   

若しくは療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の療養型介護療養  

施設サービス費（ii）又は療養型経過型介護療養施設サービス費（   

Ⅰ）の療養型経過型介護療養施設サービス費（ii）若しくは療養型  

経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の療養型経過型介護療養施  

設サービス責（ii）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  

であるもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  

院する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  
の入院が必要であると医師が判断した者  

（5）初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  
算として、1日につき所定単位数を加算する。  

（6）退院時指導等加算   

卜）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  
b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（ニ）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

a 退院前後訪問指導加算   

b 退院時指導加算   

c 退院時情報提供加算   

d 退院前連携加算  
仁）老人訪問者護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1卜）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる   
入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居   

宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の   

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  
入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の  
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療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては  
、2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   

当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と   

して算定する。   
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   
社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   
きも、同様に算定する。  

2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   
入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   
き1回を限度として算定する。  

3（－）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   

意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   

限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   
社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4 卜）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   

て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   
望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   
当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。   

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては  
、2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   

当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と   

して算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   

に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   

きも、同様に算定する。  
2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   
き1回を限度として算定する。  

3 卜）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   
限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を 
社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   

を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4（一）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   

て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   
望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   
当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   

スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
1回を限度として算定する。  
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5 仁）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療   

施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると   

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看技ステーションに   

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付   

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する  

○  

5 仁）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療  

施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であ′ると  

認め、当該入院患者の選定する措定訪問看護ステーションに  

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付  

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する   

○  

け）栄養管理体制加算  

（一）管理栄養士配置加算  12単位  

（コ 栄養士配置加算  10単位  

j主1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するも   

のとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医凛施設に   

ついて、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。   
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であること。  

2 ヒ）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設につ   

いて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定  

しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であるこL  

凰 栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入  
院患者ごとの摂食■礁下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  

ア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  

0  

辺 栄養マネジメント加算  週皇位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  
、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  
同して、入院患者ごとの摂食・礁下機能及び食形態にも配慮  

した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  

○  
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ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  
、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設であること。  

凰 経口移行加鼻  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、  
管錘栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  

同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに  
経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い  

、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による  

食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該  
計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1  
日につき所定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  
よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  
っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  

ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

該加算を算定できるものとする。  

剋 経口維持加算  
（－）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（コ 経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、 
管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  

同して、摂食機能障害を有し、誤噴が認められる入院患者ご  

とに入院患者の摂食・囁下機能に配慮した経口維持計画を作  
成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受  

けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂  
取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる  
区分に応じ、当該計画が作成された日から起算して180日以内  
の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場   

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  
、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

凰 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  
、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現  

に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計  
画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指  

示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取  
を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成  
された白から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所  

定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  

ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

該加算を算定できるものとする。  

坦 経口維持加算   

卜）経口維持加算（Ⅰ）  28単位  

（二）経口維持加算（Ⅱ）  5単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  
、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂  
食機能障害を有し、誤瞭が認められる入院患者ごとに入院患  
者の摂食・噴下機能に配慮した経口維持計画を作成している  
場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄  

養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ  
、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限  

り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  
の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定  
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しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合は、経   

口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。   

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ   

て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に   
より誤礁が認められるものを対象としていること。   

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であっ   

て、摂食機能障害を有し誤憾が認められるものを対象とし  
ていること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に   

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成   

された白から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ   

っても、摂食機能障害を有し、誤噴が認められる入院患者で   
あって、医師の指示に基づき、継続して誤瞭防止のための食  

事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対   

しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  

合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している  

場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ  

て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  
より誤喘が認められるものを対象としていること。  

口 軽口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、摂食機能障害を有し誤瞭が認められるものを対象とし  
ていること。  

2 管理栄泰士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤噴が認められる入院患者で  

あって、医師の指示に基づき、継続して誤峨防止のための食  

事′の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対  

しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  
∩α 口腔機能維持管理加算  30単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  

療施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛  
生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導  
を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科  

医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び  
指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画  
が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する  
0  

（11）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  

加算を算定している場合は、算定しない。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する   

㈹ 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   
事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が   
定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算   
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持   
加算を算定している場合は、算定しない。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。   

口 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  
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指定介護療養型医療施設において行われていること。  

（用 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医   

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場   
合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。   

口 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

（13）特定診療費   

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日   

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行   

った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得   

た額を算定する。  

指走介護療養型医療施設において行われていること。  
㈹ 在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医   

療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  

合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  

口 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  
後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

（13）特定診療費   

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日   
常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行   

った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得   

た額を算定する。  
‖4）認知症専門ケア加算   

注牒、るものとして都   

道府県知事に届け出た指定介護療養型琴療施設が、別に厚生労   
働大声が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には   
、当該基準lこ掲げる区分Iこ従い、1日につき次lこ掲げる所定単   

位数を加算する。ただし、瑚定し   

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない  
○  

川認知症専門ケア加算（＝  
（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ）  

旦旦塵  

4単位  

珊 サービス提供体制強化加算   

星嘩こ適合しているものとして都   

道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が入院患者に対   
し指定介卿こ掲げ   

る区分に従い、一＝］につき次に掲げる所定単位数そ加算する。   

ただし、瑚こおい  

ては、次lこ掲げるその他の加算は算定しない。  
川明  

⊥＿旦二」巨星捜墜堕剋塾生迦呈⊥む 

⊥＿±二上旦彊隠匿剋塵地迦葺皿 

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  口 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  
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（1）診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）診療所型介護療養施設サービス貴（Ⅰ）  

a 診療所型介護療養施設サービス糞（i）  

〔 ヨ抗日三副  

ii要介護2  

〔㌣］臼抗日三崇  

ヤ 要介護4  V㈲  
b 診療所型介護療養施設サービス責（ii）  

⊥ 

ii要介 2  
iii要介注3  iv㈲  V㈲   

に）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 診療所型介護療養施設サービス費（i）  

⊥ 

雌 

ji」 

曳＿」邑企墜 V㈲  
b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）  

二 巴抗裂i  

ii要介護2  
iii要介護3  iv㈲  
∨ 要介護5  

（1）診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a・診療所型介護療養施設サービス費（i）  

i 要介護1  652単位  

704単位  

756単位  

807単位  

859単位   

763単位  

815単位  

867単位  

918単位  

970単位  

664単位  ji⑯ 716単位  

iii要介護3  768単位  

iv 要介護4  819単位   

V 要介護5  
b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）  

l要介護1  

ii要介護2  

871単位   

775単位  

827単位  

iii要介護3  879単位  

iv 要介護4  930単位  

V 要介護5  982単位  

（コ 診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 診療所型介護療養施設サービス費（i）   

1 要介護1  574単位  562単位  

608単位  

654単位  

700単位  

746単位   

673単位  

719単位  

765単位  

811単位  

857単位  

ii要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5  

620単位  

666単位  

712単位  

758単位  

b 診療所型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  685単位  

ii要介護2  731単位  l欄■   

iii要介護3  777単位  

付 要介護4  823単位  

∨⑯ 869単位  

（2）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）   

卜）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 要介護1  778単位  

b 要介護2  830単位  

¢ 要介護3  882単位  

d 要介護4  933単位  

（2）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（1日につき）  

ト）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

a 要介護1   

b 要介護2   C⑯   d御   
8 要介護5   

に）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

766単位  

818単位  

870単位  

921単位  

973単位  8 要介護5  985単位  

（コ ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  
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朝 766単位  

b 要介護2  818単位  

a 要介護1  778単位  

瀾 830単位  

c 要介護3  882単位  

d 要介護4  933単位  

c 要介護3  870単位  

d 要介護4  921単位   

瑚 73単位  

注1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療  
養病床に係る病室であって、別に厚生労働大臣が定める施設基  
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお  
ける当該届出に係る病室（療養病床に係るものに限る。）にお  
いて、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基  

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  

分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定  

単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣  

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘  

束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から  
減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養  

型医療施設については、診療所療養病床設備基準減算として、   
1日につき60単位を所定単位数から減算する。  

0澱 98与単位  

注1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療  
養病床に係る病室であって、別に厚生労働大臣が定める施設基  
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにお  

ける当該届出に係る病室（療養病床に係るものに限る。）にお  
いて、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基  

準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  

分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定  

単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣  

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘  

束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から  
減算する。   

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養  
型医療施設については、診療所療養病床設備基準減算として、   
1日につき60単位を所定単位数から減算する。   

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都  
道府県知事に早け出たj旨定介準療養型医療施設において、琴年  
性認知症患者に対して指定介療養施設サービスを行った場合に  
は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所   

定単位数に加算する。  

巨 人院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定   

する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  
乙 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に   

旦 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に   
6日を限度として所定単位数に代えて1引こつき444単位を算定   

する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  

旦 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、   
当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われ   

た場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日に  
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つき444単位を算定する。   つき36之単位を算定する。  

旦 平劇7年9月30日において従来型個室に入院している看であ  

って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも  
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、診療  
所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サ  

ービス費（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所  

型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）の診療所型介護療養施設サービ  

ス費（ii）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の診療所型  

介護療養施設サービス費（ii）を算定する。   

旦 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設   

サービス糞（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を支   

給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ   

）の診療所型介護療養施設サービス費（ii）又は診療所型介護療養   

施設サービス真（Ⅱ）の診療所型介護療養施設サービス費（ii）を  

算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  
であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  
院する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した者  

（3）初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  
算として、1日につき所定単位数を加算する。  

（4）退院時指導等加算  

（－）退院時等指導加算  

ヱ 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看であ  
って、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院するも  
の（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、診療   

所型介護療養施設サービス糞（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅱ）を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所   

型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の診療所型介護療養施設サービ   

ス責（ii）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）の診療所型  

介護療養施設サービス費（ii）を算定する。   

旦 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設   
サービス費（Ⅰ）又は診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を支   

給する場合は、それぞれ、診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ   
）の診療所型介護療養施設サービス衰（ii）又は診療所型介護療養   

施設サービス費（Ⅱ）の診療所型介護療養施設サービス費（ii）を  

算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師  

が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日以内  
であるもの  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入  
院する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ  

の入院が必要であると医師が判断した者  

（3）初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加   

算として、1日につき所定単位数を加算する。  
（4）退院時指導等加算  

じ■   

（－）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  
b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（ニ）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

a 退院前後訪問指導加算  
b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（ニ）老人訪問看護指示加算  
注1 卜）のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
注1ト）の8については、入院期間が1月を超えると見込まれる  

入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居  
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宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の   
療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては  

、2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1匡lを限度と   

して算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   

きも、同様に算定する。  
2 ト）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   

き1回を限度として算定する。  
3 ト）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   

意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   
限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4 ト）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文事を添えて当該   
入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   
当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   
スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき   

宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の   

療養上の指導を行った場合に、入院中1回（入院後早期に退   
院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては  

、2回）を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に   
当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等   
に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度と   
して算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと   

きも、同様に算定する。  
2 卜）のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該  

入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して  
、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につ   

き1回を限度として算定する。  
3 ト）のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   

院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該   

入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   

入院患者の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に   
限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等   
に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該   

社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書   
を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも  
、同様に算定する。  

4（－）のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退   
院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合におい   
て、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希   

望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同   
意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該   
入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、   
当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ   

スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき  
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1回を限度として算定する。  

5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療  
施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると  

認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに  
対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付  

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する  
0  

（5）翠養管理体制加筆  

岬 単位  

（二）栄養士配置加算  l旦草堂   

注1  注1 卜＝こついてl事、次1こ掲l千尋いずれの草準lこも適合するも  

のとして都革卿こ  

ついて、照  

イ御上配置しているこキ。  

甲潤筆旨定介護療養  

型医療施設であるこ七。  

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するも  

のとして都道府県知事に届け出立並星企豊泉杢 
ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場  

合において、嘩、算  

定しない。  

1回を限度として算定する。  

5 に）については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療   

施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると   

認め、当該入院患者の選定する指定訪問者護ステーションに  

対して、当該入院患者の同意を得て、訪問者護指示書を交付   

した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する  

○  

イ閻  

叩勘こ適合する手旨定介護密葬  

型医療施設であるこL  
娃L栄養マネジメント加算  12単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   
事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  
定単位数を加算する。   

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入  

院患者ごとの摂食・囁下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  
ア計画を作成していること。   

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  
とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  

迫L栄養マネジメント加算  j旦草堂   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  
定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

口 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  
同して、入院患者ごとの摂食・礁下機能及び食形態にも配慮  
した栄養ケア計画を作成していること。   

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  
とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること   
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0  

二 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  
、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設であること。  

上阻 経口移行加算  28単位   

注1別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  
同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに  
経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い  
、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による  

食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該  
計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1  
日につき所定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  
よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継統して経口による食事の摂取を進める  
ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  
該加算を算定できるものとする。  

（7）経口維持加算  

○  

二 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  
、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介貢隻療養型  

医療施設であること。  

皿 経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現  
に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計  
画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指  

示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取  
を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成  
された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所  

定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  
よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  
該加算を算定できるものとする。  

（弘経口維持加算  

（－）経口維持加算（Ⅰ）  

（ニ）経口維持加算（Ⅱ）  

28単位  

5単位  

（－）経口維持加算（Ⅰ）  

（二）経口維持加算（Ⅱ）  

28単位  

5単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、   
管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共   
同して、摂食機能障害を有し、誤喋が認められる入院患者ご  

とに入院患者の摂食■噴下機能に配慮した経口維持計画を作   

成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受  
けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂   

取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる  
区分に応じ、当該計画が作成された日から起算して180日以内  
の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士   

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂  
食機能障害を有し、誤喋が認められる入院患者ごとに入院患  
者の摂食・峨下機能に配慮した経口維持計画を作成している  
場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄  

養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ   

、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限  

り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  
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の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定   

しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合は、経   

口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。   

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に   
より誤喋が認められるものを対象としていること。   

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であっ   

て、摂食機能障害を有し誤囁が認められるものを対象とし  
ていること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に   

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成   

された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ   

っても、摂食機能障害を有し、誤蟻が認められる入院患者で   

あって、医師の指示に基づき、継続して誤峨防止のための食   

事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対   

しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  

ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場  

合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している  

場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  
より誤l礁が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、摂食機能障害を有し誤噴が認められるものを対象とし  
ていること。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤峨が認められる入院患者で  

あって、医師の指示に基づき、継続して誤礁防止のための食  

事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対  
しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  

（8）口腔機能維持管理加算 30単位   

注湖型医   

療塵設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛   
生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導  

を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科  
医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び  

指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画  
桓瓜   

が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する  
○  

（9）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が   

定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算   

する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持   

加算を算定している場合は、算定しない。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

口 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

（9）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が   
定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算   
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持   

加算を算定している場合は、算定しない。   
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。   

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  
容の食事の提供が行われていること。  
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ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

（10）在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合してい  

る場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対  

して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、  
退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っているこ  
と。  

（11）特定診療費   

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日   

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行   
った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得   

た額を算定する。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

（10）在宅復帰支援機能加算  10単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合してい  

る蟻合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。  
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対  

して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、  

退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っているこ  
と。  

（11）特定診療費  

入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日   

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行   
った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得   

た額を算定する。  

（12）認知症専門ケア加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施享受が、別に厚  

生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場  

合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げ  
る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加  

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算  

は算定しない。  

（1）認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位  

（2）認知症専門ケア加算（Ⅱ）  4単位  

（13）1トービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た指定介言隻療養型医療施設が入院患者  

に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準  
に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加  
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している  

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

卜〕サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  

に）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位   
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（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   
ービス  

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サ   
ービス  

（1）認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）   

（－）認知症疾患塾介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

（1）認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき）  

（－）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  
V 要介護5  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

】 要介護1  

ii 要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  
（二）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

I 要介護1  
ii要介護2  
iij 要介護3  

付 要介護4  

1，005単位  

＝）72単位  

1，139単位  

1，207単位  

1．274単位   

1，116単位  

＝83単位  

1，250単位  

1，318単位  

1，385単位   

l 要介護1  1，017単位  

1，084単位  

1，151単位  

1，219単位  

1，286単位  

ii要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  1，128単位  

1，195単位  

1，262単位  

1，330単位  

1，397単位  

ii要介護2  
虹 要介護3  
iv 要介護4  V㈲  

（二）認知症疾患型介護療養施設サ「ビス費（Ⅱ）  

a 認知痘痕患型介護療養施設サービス費（i）  
二 日抗臣F  

ii要介護2  
iii要介護3   iv㈲  
V 要介護5   

959単位  

1，030単位  

1，100単位  

1，171単位  

1．241単位  

947単位  

1．018単位  

1，088単位  

1，159単位  

∨ 要介護5  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

「 臼㌫配i  

ii要介護2  
iii要介護3  

付 要介護4  

V 要介護5  
（三）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

「 臼抗日三i  

ii要介護2  

iii要介護3  

1．229単位   

1．05鋸単位  

1，129単位  

1，199単位  

1，270単位  

1，340単位   

L－  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス責（ji）  

1 日抗日i  
ii要介護2  
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5  
（三）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  
l 要介護1  
「‡臼抗日困  

iii要介護3  

LO70単位  

1，141単位  

1，211単位  

1，282単位  

1，352単位   

930単位   

999単位  

1，067単位  

射8単位   

9唱7単位  

1，055単位  
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iv 要介護4  1，136単位  iv 要介護4  1，124単位   

∨ 要介護5  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費用）  

阜 

ii要介護2  

1，192単位   

1，鱒9単位  

1，098単位  

V 要介護5  1．204単位  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  1，041単位  

ii要介護2  1－110単位  

iii妻介吉葉3  1，166単位  

付 要介護4  1，235単位  

iii要介護3  1．178単位  

iv 要介護4  1，247単位  

∨ 要介護5  1，315単位  ∨ 要介護5  1．303単位  

（四）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）  

a 認知症疾患型介言隻療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  902単位  

（四）認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  914単位－  

ii要介護2  981単位  ii要介言隻2  969単位  

iii要介護3  】，036単位  tO4寧単位  

1，＝6単位  

1，183単位   

1，025単位  

iii要介護3  iv㈲   V㈲  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  

iv 要介護4  1，104単位   

∨ 要介護5  1，171単位  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  1，013単位  

1，092単位  

1，159単位  

1，227単位  

1，294単位  

ii 要介護2  

榊 要介護3  

iv 要介護4  

V 要介護5  

ii 要介護2  1，080単位  

iii要介護3  1，147単位  

iv 妻介護4  1，215単位  

V 要介護5  1，282単位  

（五）認知症疾患型介護療養施設サービス責（Ⅴ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  
i 

ii要介護2  

（五）認知痘疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）  

a 認知症疾患型介護療養施設サービス費（j）  

l 要介護1  

ii要介言蔓2  

1ii要介護3  

852単位  

919単位  

840単位  

9即単位  

974単位  lii要介護3  986単位  

iv 要介護4  1，054単位  iv 要介護4  1，042単位  V㈲  
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  
i工 事介護2  

iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  

（2）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（1   

J121単イ立  

銅3単位   

LO30単位   

川7単位   

1，165単位   

」，232単位  

日につき）   

V 要介護5  1，109単位  

b 認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  951単位  

ii 要介吉董2  1，018単位  

瀾 1－085単位  

ル 要介護4  1．153単位  V㈲ P単位  

（2）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）  
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（－）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   a㈲  b㈲   c㈲   d㈲   
。閲  

（二）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   a㈲  b㈲  C㈲  d㈲  
○ 要介護5   

（－）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス責（Ⅰ）  

a 要介護1  
b 要介護2  

c 要介護3  
d 要介護4  
8 要介護5  

（二）認知症疾患聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 要介護1  
b 要介護2  
c 要介護3  
d 要介護4   

一754単位  

821単位  

（柑8単位   

956単位  

1，023単位  

弼5単位   

932単位   

9唱9単位  

1，067単位  

1，134単位  

712単位   

8心9単位   

876単位   

g朋単位  

LOll単位  

8眉3単位  

！）20単位   

∈は7単位  

1，055単位  0㈲ 1，122単位  

（3） ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき  

）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  
l 要介護1  1，119単位  

ii要介護2  1，柑6単位  

iii要介護8  1，253単位  

ル 要介諌4  1，321単位  

（3）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（1日につき  
）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  
1，131単位  

＝98単位  

1，265単位  

1，333単位  

1，400単位  

l 要介護1  

日 要介護2  

榊 要介護3  

付 要介護4  

v 要介護5  ∨ 要介護5  1，388単位  

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス責（ii）   

t 要介護1  1，119単位  

ii 要介護2  1，186単位  

iii要介護3  1，253単位  

1，131単位  

1，198単位  

1，265単位  

1．333単位  

1．400単位  

l 要介護1  

日 要介護2  

日 要介護3  
ル 要介護4  

V 要介護5  

iv 要介護4  1，321単位  

V 要介護5  1．388単位  

（二）ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス糞（Ⅱ）   

a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（i）  

（ニ）ユニット型認知症疾患型  

a ユニット型認知症疾患  
？ ヨ抗誕i  

ii要介護2  
iii要介護3  
ル 要介護4  

V 要介護5  

介護療養施設サービス責（Ⅱ）  

型介護療養施設サービス費（i）  

1，061単位  

1，132単位  

1，202単位  

1．273単位  

1，343単位  

1，073単位  

ト144単位  

1，214単位  

1，285単位  

1，355単位  

l 要介護1  

ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  
V 要介護5  

b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）   b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）  
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1．073単位  

1，144単位  

1，214単位  

1，285単位  

1，355単位  

j㈲ 1，叩1単位  

ii要介護2  1，132単位  

i 要介護1  
‖ 要介護2  
榊 要介護3  
‡血 盟抗匙別  

∨ 要介護5  

瀾 2単位  

瀾 1，273単位  

聯 単位  

注1 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護療養型医療施設の人  
員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。  

以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第2条第3  
項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。   
）を有する病院である指定介護療養型医療施設であって、別  
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性  
認知症疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを  
行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働  

大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状  

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  

入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支  

援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する  
場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2 （3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさ  

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単  
位数を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体  
拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数  
かち減算する。   

4 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月  

に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を  
算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない  
（〉   

5 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって   
、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行  

われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて  

注1 老人性認知症疾患療養病練（指定介護療養型医療施設の人  

員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。  
以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第2条第3  
項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。   
）を有する病院である指定介護療養型医療施設であって、別  
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性  
認知症疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを  
行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働  

大臣が定める基準に掲げる区釧こ従い、入院患者の要介護状  
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  
入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支  

援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する   
場合は、別に厚生労働大臣が定めるところに 

．． 

ない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単  
位数を算定する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体  
拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数  
から減算する。   

4 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月  
して所定単位数に代えて1日につき362単位を   に6日を限度と  

算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない  
0  

5 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって  
、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行   
われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて  
1日につき362単位を算定する。  

6 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看で   

あって、平成1了年10月1日以後引き続き従来型個室に入院す   

1日につき444単  位を算定する。  

6 平成17年9月30日において従来型個室に入院している看で   
あって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入院す  
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るもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して  

、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、認知症疾患型   

介護療養施設サービス費（Ⅱ）、認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅲ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）若   

しくは認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）又は認知症   

疾患型経過型介護療養施設サービス費を支給する場合は、当   

分の間、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ  
）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知症疾患型   

介護療養施設サービス費（Ⅱ）の認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス費（ii）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の   

認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（Ⅳ）の認知痘痕患型介護療養施設サー   

ビス費（ii）若しくは認知症疾患型介護療養施設サ「ビス費（Ⅴ  

）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）又は認知症疾患   

聖経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を算定する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護療   

養施設サービス黄（Ⅰ）、認知症疾患型介護療養施設サービス   

貴（Ⅱ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）、認知症   

疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（Ⅴ）又は認知症疾患聖経過型介護療養   

施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、認   
知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の認知症疾患型介護   

療養施設サービス費（ii）、認知症疾患型介護療養施設サービ   

ス費（Ⅱ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知   

症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の認知症疾患型介護療   

養施設サービス費（ii）、認知症疾患型介護療養施設サービス   

費（Ⅳ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）若しくは   

認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）の認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（ii）又は認知症疾患型経過型介護療養   

施設サービス費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医   
師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日  
以内であるもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に   

入院する者  

るもの（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して  
、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、認知症疾患型   

介護療養施設サービス費（Ⅱ）、認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス費（Ⅲ）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）若   

しくは認知症疾患型介．護療養施設サービス費（Ⅴ）又は認知症   

疾患聖経過型介護療養施設サービス費を支給する場合は、当   

分の間、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ  
）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知症疾患型   

介護療養施設サービス費（Ⅱ）の認知症疾患型介護療養施設サ   

ービス貴（ii）、認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の   

認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（Ⅳ）の認知症疾患型介護療養施設サー   

ビス費（ii）若しくは認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ  

）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）又は認知症疾患   

聖経過型介護療養施設サービス糞（Ⅱ）を算定する。  

7 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護療   

養施設サービス費（Ⅰ）、認知症疾患型介護療養施設サービス   

費（Ⅱ）、認知症疾患型介護療養施設サービス糞（Ⅲ）、認知症   

疾患型介護療養施設サービス費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型介   

護療養施設サービス費（Ⅴ）又は認知症疾患聖経過型介護療養   

施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、認   
知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅰ）の認知症疾患型介護   

療養施設サービス費（jj）、認知症疾患型介護療養施設サービ   

ス費（Ⅱ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（ii）、認知   

症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅲ）の認知症疾患型介護療   

養施設サービス糞（ij）、認知症疾患型介護療養施設サービス   

費（Ⅳ）の認知症疾患型介護療養施設サービス費（iり若しくは   

認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅴ）の認知症疾患型介   

護療養施設サービス責（ii）又は認知症疾患型経過型介護療養   

施設サービス費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医   
師が判断した看であって、従来型個室への入院期間が30日  
以内であるもの   

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に   

入院する者  

ー・■   
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  
室への入院が必要であると医師が判断した者  

（4）初期加算  ・30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加   
算として、1日につき所定単位数を加算する。  

（5）退院時指導等加算  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の  

状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個  
室への入院が必要であると医師が判断した者  

（4）初期加算  30単位   

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加  

算として、1日につき所定単位数を加算する。  

（5）退院時指導等加算  

（－）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（二）老人訪問看護指示加算  

（－）退院時等指導加算  

a 退院前後訪問指導加算  

b 退院時指導加算  
c 退院時情報提供加算  
d 退院前連携加算  

（二）老人訪問看護指示加算  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

460単位  

400単位  

500単位  

500単位  

300単位  

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込  
まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後   

生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に  
対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1   

回（入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認めら   

れる入院患者にあっては、2回）を限度として算定し、   

入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問  
し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導  
を行った場合に、退院後・1回を限度として算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施   
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得  

て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供   
等を行ったときも、同様に算定する。   

2 （－）のbについては、入院期間が1月を超える入院患   
者が退院し、その居宅において療養を継続する場合にお   
いて、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその   

家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に   
、入院患者1人につき1回を限度として算定する。   

3（－）のcについては、入院期間が1月を超える入院患   

者が退院し、その居宅において療養を継続する場合にお   
いて、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当   
該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示  

注1（－）のaについては、入院期間が1月を超えると見込  
まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後  
生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に  
対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1  

回（入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認めら  

れる入院患者にあっては、2回）を限度として算定し、  
入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問  
し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導  
を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施  
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得  
て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供  
等を行ったときも、同様に算定する。   

2 （－）のbについては、入院期間が1月を超える入院患   
者が退院し、その居宅において療養を継続する場合にお  

いて、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその  

家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に   
、入院患者1人につき1回を限度として算定する。   

3 （－）のcについては、入院期間が1月を超える入院患  
者が退院し、その居宅において療養を継続する場合にお  
いて、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当  

該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示   
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す文書を旛えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入   
院患者1人につき1回に限り算定する。   

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施   
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得   
て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状   
況を示す文手を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報   

を提供したときも、同様に算定する。  
4 （－）のdについては、入院期間が1月を超える入院患   
者が退院し、その居宅において居宅サ⊥ビスを利用する   
場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院   

患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して  
、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況   

を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス又   

は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当   

該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サー   
ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行っ   

た場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定す   

る。  

5（ニ）については、入院患者の退院時に、指定介護療養   
型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必   

要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問者護   
ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪   

問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1   
回を限度として算定する。  

す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入  
院患者1人につき1回に限り算定する。  

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施  
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得  
て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状  
況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報  

を提供したときも、同様に算定する。  
4 （－）のdについては、入院期間が1月を超える入院患  
者が退院し、その居宅において居宅サービスを利用する  
場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院  

患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して  
、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況  

を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス又  
は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当  

該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サー  
ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行っ  

た場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定す  
る。  

5 （二）については、入院患者の退院時に、指定介護療養  
型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必  

要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護  
ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪  

問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1  
回を限度として算定する。  

（即琴養管理体制卿算  

（－）管理栄養士配置加算  12単位  

（ニ）栄養士配置加算  10単位  

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合するも  
のとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設に  

ついU目につき所定単位数を加算する。  
イ朋  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  
型医療施設であるこL  

2 制こついては、次Iこ掲げるいずれの基準にキ適令すろも   

のとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設に  
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ついて、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場  
合において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算  

定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養  

型医療施設であるこL  
廷L栄養マネジメント加算  週旦堕   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入  
院患者ごとの摂食・噂下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  
ア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  
とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  
0  

ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  
、必要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  
医療施設であること。  

追」経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士  
、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現  
に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行計  
画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指  

示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の摂取  
を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成  
された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所  

定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  
よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

＆栄養マネジメント加算  1旦皇堕   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知   

事に届け出た指定介護療養型医療施設について、1日につき所  

定単位数を加算する。  

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。  

口 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士  

、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  

同して、入院患者ごとの摂食・瞭下機能及び食形態にも配慮  

した栄養ケア計画を作成していること。  

ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っている  

とともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録していること  

0   

二 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し  

、必要に応じて当該計画を見直していること。   

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設であること。  

辺＿＿経口移行加算  28単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  

同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに  

経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い  

、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による  

食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該  

計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1  

日につき所定単位数を加算する。  

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成  

された日から起算：して180日を超えた期間に行われた場合であ   
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っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

っても、経口による食事の摂取が一部可能な看であって、医  

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当  

該加算を算定できるものとする。  

軋経口維持加算  
（－）経口維持加算（Ⅰ）  

（二）経口維持加算（Ⅱ）  

該加算を算定できるものとする。  

捜2 ＿ 

（－）経口維持加算（Ⅰ）  

（二）経口維持加算（Ⅱ）  

28単位  

5単位   

28単位  

5単位  

注1別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共  
同して、摂食機能障害を有し、誤噴が認められる入院患者ご  
とに入院患者の摂食・膝下機能に配慮した経口維持計画を作  
成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受  

けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂  
取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる  
区分に応じ、当該計画が作成された日から起算して180日以内  

の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場  

合は、算定しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している  

場合は、経口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取す■る看であっ  

て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  
より誤礁が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、摂食機能障害を有し誤噴が認められるものを対象とし  
ていること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に  

ょる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤感が認められる入院患者で  
あって、医師の指示に基づき、継続して誤喋防止のための食  
事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対  
しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  （9）瑚 30単塵   

注 別に厚生労働大臣が定める基準l羊適合する指定介護療養型塵   

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型  

医療施設において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士   

、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂  
食機能障害を有し、誤蟻が認められる入院患者ごとに入院患  
者の摂食・礁下機能に配慮した経口維持計画を作成している  
場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄  

養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進める  
ための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区釧こ応じ   

、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限  

り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、こ  

の場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定  

しない。また、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合は、経  

口維持加算（Ⅱ）は、算定しない。  

イ 経口維持加算（Ⅰ）経口により食事を摂取する看であっ  
て、著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査に  
より誤喋が認められるものを対象としていること。  

ロ 経口維持加算（Ⅱ） 経口により食事を摂取する看であっ  

て、摂食機能障害を有し誤瞭が認められるものを対象とし  
ていること。   

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口に  

よる食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成  
された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であ  

っても、摂食機能障害を有し、誤囁が認められる入院患者で  

あって、医師の指示に基づき、継続して誤蟻防止のための食  

事の摂取を進めるたーめの特別な管理が必要とされるものに対  

しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。  
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療施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛  

生士が歯科医師の指示を受けて、介護職員に対する口腔ケアに  
係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合であって  

当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科  

衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア  
マネジメントに係る計画が作成されている場合には、1月につ  

き所定単位数を加算する。  

（10）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  
事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  
定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  
加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

（11）在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  
療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  
合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行うこと。  

口 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

（12）特定診療貴  

人院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な  
医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に   
、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算  
定する。  

（13）サービス提供体制強化加算  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして  

（10）療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知  

事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が  
定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算  
する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持  
加算を算定している場合は、算定しない。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内  

容の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する  

指定介護療養型医療施設において行われていること。  

（11）在宅復帰支援機能加算  10単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医  
療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場  
合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 入院患者の家族との連絡調整を行うこと。   

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し  
て、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所  

後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。  

（12）特定診療費  

入院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な  
医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に   

、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算  
定する。  

都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が入院患者   
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○指定地域密着型サービスに要する費用の額の井定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表  

1 夜間対応型訪問介護費   

イ 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）   別に厚生労働大臣が定める単位数   

口 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）  1月につき2、760単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町  
村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型  
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚  
生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）  

第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。  
以下同じ。）の夜間対応型訪問介護従業者（同項に規定する夜間  
対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護（指  

定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問  
介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。  
2 別に厚生労働大臣が定める寿が定期巡回サービス（指定地域密  
着型サービス基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをい  
う。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サービス  
をいう。）を行う場合は、平成21年3月31日までの間、所定単位  

別表  

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表  

1 夜間対応型訪問介護費   

イ 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）   別に厚生労働大臣が定める単位数   

口 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）  1月につき2．760単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町  
村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型  
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚  
生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）  

第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介言葉事業所をいう。  

以下同じ。）の夜間対応型訪問介護従業者（同項に規定する夜間  
対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対応型言方間介護（指  

定地域密着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問  
介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ  

る区釧こ従い、それぞれ所定単位数を算定する。  2 別に卿として市町村長  
働大臣が定める者が定期巡回サービス（指定地域密着型サービス  
に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所において、別に厚生労  

基準第5条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。）又は随  
時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サービスをいう。）を  
行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70  

数の100分の了0に相当する単位数を算定する。  

に相当する単位数を算定する。  

3 イlこついて、卦‖こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているも   

のとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が日   

中においてオペレーションセンターサービス（指定地域密着型サ   丁ビス基準第5条第1岬   
ビスをいうJ を行う場合は、24時間通報対応加算として、1   
月につき610単位を所定単位数に加算する。  

旦 利廟者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   3 利用者が短期入所生活介吉隻、短期入所療養介護若しくは特定施  
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■   

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、夜間対  
応型訪問介護費は、算定しない。  

′＼サ「ビス提供体制強化卵算   

法 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、夜間対  
応型訪問介護費は、算定しない。  

村長に虚け出た指定夜間対応型訪問介護事業  所が、利用者に対し、  

指定夜間卿区分  

に従い、（1）については1回につき、（2）については1月につき、次  

に掲げる所定単位数を加算する。  

（1）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

三 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

2 認知症対応型通所介護費   

イ 認知症対応型通所介護費（Ⅰ）   

（1）認知症対応型通所介護費（i）  

卜）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

ユ皇室塵  

84単位  

2 認知症対応型適所介護費   

イ 認知症対応型適所介護費（Ⅰ）   

（1）認知症対応型通所介護費（i）  

ト）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
a 経過的要介護  
旦 要介護1  
且 要介護2  

旦・要介護3  

旦 要介護4  
⊥ 要介護5  

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

誕 眉間茄巳抗封  

旦 要介護1  
且 要介護2  
A 要介護3  
且 要介護4  
⊥ 要介護5  

仁）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

493単位   

526単位   

578単位   

630単位   

682単位   

735単位  

668単位   

715単位   

789単位   

864単位   

938単位  

1，013単位  

㈹1単位   

g67単位  

1，071単位  

1，175単位  

1，280単位  

526単位  

578単位  

630単位  

682単位  

735単位   

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介諌5  

阜
旦
且
旦
且
 
 に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

且 要介護1   

旦 要介護2   

且 要介護3   

旦 要介護4   

且 要介護5  
に）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

715単位   

789単位   

864単位   

938単位  

1．013単位   

経過的要介毒  

要介護1  

要介貢隻2  

要介護3  

要介護4  

且
b
；
了
一
旦
 
 

967単位  

1．071単位  

1．175単位  

1，280単位  

1
 
2
 
3
 
4
 
 

護
護
謙
譲
 
 

介
介
介
介
 
 

要
要
要
要
 
 

且
b
㌻
土
旦
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1，384単位  且 要介護5  
（2）言忍知症対応型通所介護費（ii）   

ト）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

且 要介護1   

旦 要介護2   

且 要介護3   

旦 要介護4   

且 要介護5   

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

旦 要介護1   

旦 要介護2   

且 要介護3   

旦 要介護4  
且 要介護5  

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

上 要介護5  

（2）認知症対応型通所介護費（ii）  

ト）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

a 経過的要介護  

1，384単位  

448単位   

477単位  

523単位  

570単位  

617単位  

663単位  

477単位  

523単位  

570単位  

617単位  

663単位   

603単位  

旦 要介護1   

旦 要介護2   

旦 要介護3   

旦 要介護4   

エ 要介護5  
に）所要時間4時間以上6時間未満の場合   

a 経過的要介護  
645単位  

711単位  

778単位  

844単位  

911単位   

旦 要介護1  
且 要介護2  
旦 要介護3  
旦 要介護4  
上 要介護5   

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

旦 

旦 要介護1  

且 要介護2  
旦 要介護3  
且 要介護4  
⊥ 要介護5  

ロ 認知症対応型通所介護費（Ⅱ）  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
卜）経過的要介貢隻   

645単位   

711単位   

778単位   

844単位   

911単位  

810単位   

869単位   

962単位  

1，055単位  

1，148単位  

1，241単位  

869単位   

962単位  

1．055単位  

1．148単位  

1，241単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

且
b
一
C
一
旦
e
 
 

ロ 認知症対応型通所介護費（Ⅱ）  

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
226単位  

235単位  

243単位  

252単位  

260単位  

269単位   

323単位  

335単位  

348単位  

235単位  

243単位  

252単位  

260単位  

269単位  

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

二
＝
丁
二
王
…
一
 
 

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

二
丁
ニ
T
且
主
－
ハ
一
 
 （2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

出 要介護1   

に〕要介護2  

2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  卜）朋  
旦 要介護1  

（三）要介護2  

335単位  

348単位   
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÷
三
苧
二
二
享
圭
二
 
 

侍
 
 

要介護3  

要介護4  

要介護5  

要時間6時間以上8時間未満の場合  
経過的要介護 
要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  

360単位  

3了2単位  

384単位  

旦 要介護3  

凰 要介護4   

盟 要介護5  
3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

360単位  

372単位  

384単位   

452単位  

469単位  

486単位  

503単位  

520単位  

537単位  

469単位  

486単位  

503単位  

520単位  

537単位  

二
二
丁
ニ
i
主
 
 

要介護1  

要介護2  

要介護3  

要介護4  

要介護5  
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事  

業所（指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独  
型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）  
又は共用型指定認知症対応型適所介護事業所（指定地域密着型サ  

ービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所  
介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定認知症対応型通  
所介護（指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知  
症対応型通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施  

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、  

現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画（指定地域  
密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介  

護計画をいう。）に位置付けられた内容の指定認知症対応型適所  
介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算  
定する。ただし、利用者の数又は看護職員（看護師又は准看護師  
をいう。以下同じ。）若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大  
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所  
要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型適所介護を行う  
場合は、注1の施設基準に掲げる区釧こ従い、イ（1）卜）若しくは（2）H  

又は口（1）の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。   

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8   
時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った場合又は所要時間  
6時間以上8時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った後に  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型退所介言葉事   

業所（緒定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独  

型・併設型指定認知症対応型適所介護事業所をいう。以下同じ。）  
又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サ  
ービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所  
介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定認知症対応型通  
所介護（指定地域密着型サービス基準第41条に規定する指定認知  
症対応型適所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施  
設基準に掲げる区釧こ従い、利用者の要介護状態区分に応じて、  

現に要した時間ではなく、認知症対応型適所介護計画（指定地域  
密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型適所介  
護計画をいう。）に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所  
介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算  
定する。ただし、利用者の数又は看貫隻職員（看護師又は准看護師  
をいう。以下同．じ。）若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大  

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。   

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所  
要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う  
場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ（1）（－）若しくは（2）ト）  

又はロ（1）の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。   

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8  
時間未満の指定認知症対応型適所介護を行った場合又は所要時間  
6時間以上8時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った後に  

ー4－   



引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定認知   

症対応型退所介護の所要時間と当該指定認知症対応型適所介護の   

前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下   
この注において「算定対象時間」という。）が8時間以上となる   

ときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、   

9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町   
村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日に   
つき50単位を所定単位数に加算する。  

5 指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら   

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語   

聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以   

下「理学療法士等」という。）を1名以上配置しているものとし   
て市町村長に届け出た指定認知症対応型退所介護の利用者に対し   

て、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の   
職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、   
当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算す   
る。  

6牒適・草してし＼るものとして市町   
村長に届け出た単独型・僻  

瑚て、琴年性認   

知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第2条第   
6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に  

引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定認知   

症対応型通所介護の所要時間と当該指定認知症対応型通所介護の   
前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下   

この注において「算定対象時間」という。）が8時間以上となる   

ときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、   

9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町   
村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日に   
つき50単位を所定単位数に加算する。  

5 指定認知症対応型適所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら   

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語   

聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以   

下「理学療法士等」という。）を1名以上配置しているものとし   
て市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護の利用者に対し   

て、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の   

職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、   
当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算す   
る。  

規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。）に対して、埠  
定認知症対応型通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者   

受入加算として湖  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長   
に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用   
者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個   

別的に実施される栄養食宰相談等の栄養管理であって、利用者の   
心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この   
注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、墨   
養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度とし   
て1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善   

旦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長   

に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用   
者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個   

別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の   
心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この   
注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、栄  
養マネジメント加算として、3  月以内の期間に限り1月に2回を  
限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、  
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サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、   

低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが   
必要と認められる利用者については、引き続き算定することがで   

きる。   
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護  
職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設  

型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応  
型通所介護事業所であること。  

邑 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に   

届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利   
用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的   
に実施される口腔清掃の指導書しくは実施又は摂食・蟻下機能に関   

する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持   
又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「口腔機   

能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算と   

して、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき柑  
旦皐旦を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの   
開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向   
上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認めら   
れる利用者については、引き続き算定することができる。   
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置している  

こと。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛   
生士、看護職鼻、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同  
して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しているこ  
と。   

栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価   

の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行   

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する   
ことができる。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護  

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併設  

型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応  
型通所介護事業所であること。  

乙 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に   

届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利   

用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的   
に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・頓下機能に関   

する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持   

又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「口腔機   

能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算と   
して、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき川  
旦蔓延を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの   
開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向   
上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認めら   

れる利用者については、引き続き算定することができる。   
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置している  

こと。   

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛   

生士、看護職鼻、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同  

して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しているこ  
と。  
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